
౺अ౺अ19 2018 年 7 月１日 2018 年 7 月１日 18

国
保
税
を
口
座
振
替
登
録
さ

れ
て
い
る
世
帯
へ

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
2
4
・
3
7
2
5

　

国
保
税
に
つ
い
て
、
昨
年
度
か
ら

口
座
振
替
登
録
世
帯
へ
は
、
原
則
納

付
書
を
同
封
し
て
い
ま
せ
ん
。
納

付
書
で
の
納
付
を
希
望
す
る
世
帯

や
、
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
が
で

き
な
い
世
帯（
残
高
不
足
な
ど
）
は
、

早
め
に
国
保
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
な
お
、
口
座
振
替
の
対
象
は
、

第
1
～
8
期
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の

随
時
課
税
分
や
平
成
29
年
度
分
以

前
の
税
に
つ
い
て
は
口
座
振
替
の

ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
保
税
の
賦
課
限
度
額
の
改
正

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
2
4
・
3
7
2
5

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、国
保
加
入

者
間
の
負
担
の
公
平
を
図
る
よ
う

税
率
等
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
国
保
税
の
医

療
分
の
賦
課
限
度
額
を
変
更
し
、財

政
健
全
化
を
図
り
ま
す
。

※
支
援
分
・
介
護
分
の
賦
課
限
度

額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

《
賦
課
限
度
額
改
正
後
》

医
療
分
賦
課
限
度
額　

58
万
円

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

者
へ

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
２
・
３
７
２
７

●
８
月
１
日（
水
）
か
ら
被
保
険
者

証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

　

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
平
成
31
年
７
月
31
日（
水
）
と

月曜日～金曜日10時55分～“FM21”76.8MHzでラジオ広報「浦添市役所だより」絶賛放送中！！

な
り
ま
す
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
下

旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す（
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
人
は
、

市
役
所
窓
口
で
の
切
り
替
え
で
す
）。

●「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯

　

一
部
負
担
金
の
限
度
額
適
用
と

食
事
代
を
減
額
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

▼
減
額
認
定
証
交
付
対
象

①
低
所
得
者
Ⅰ
→
同
一
世
帯
の
全

員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
か
つ
各
種

収
入
な
ど
か
ら
必
要
経
費
・
控
除
を

差
し
引
い
た
所
得
が
０
円
と
な
る

世
帯
に
属
す
る
人（
年
金
の
控
除
額

を
80
万
円
と
し
て
計
算
）　

②
低
所

得
者
Ⅱ
→
世
帯
員
全
員
が
住
民
税

非
課
税
の
人（
低
所
得
者
Ⅰ
に
該
当

す
る
人
を
除
く
）

▼
入
院
の
食
事
代

　
「
低
所
得
者
Ⅱ
」
の
減
額
認
定
証

を
お
持
ち
の
人
で
、
長
期
入
院
さ
れ

て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
入
院
日
数

（
91
日
以
上
）
が
わ
か
る
書
類
な
ど

を
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み
は
８
月
31
日（
金
）
ま
で

に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
限
度
額
適
用
認
定
証
交
付
対
象

　

現
役
並
み
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
の
人
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機

関
で
提
示
す
る
と
お
支
払
い（
自
己

負
担
額
）
を
高
額
療
養
費
の
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
受
付
場
所

　

国
民
健
康
保
険
課
窓
口

▼
申
請
に
必
要
な
物

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

②
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑

③
代
理
人
が
申
し
込
み
を
す
る
場

合
は
代
理
人
の
印
鑑

④
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）　

●
低
所
得
者
世
帯
へ
の
保
険
料
軽

減
措
置
が
拡
充
さ
れ
ま
す

▼
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯（
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
）

の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の

均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
9
割
軽
減
、
8.
5
割
軽
減
に
つ

い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
所
得
割
額
の
軽
減

所
得
割
額
を
負
担
す
る
人
の
う
ち

平
成
30
年
度
か
ら
は
軽
減
な
し
と

な
り
ま
す
。

▼
保
険
料
の
賦
課
限
度
額

　

賦
課
限
度
額（
保
険
料
の
上
限
額
）

が
、
平
成
30
年
度
か
ら
62
万
円
と
な

り
ま
す
。

▼
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
職
場
の
健
康
保
険
な

ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
特
別

措
置
と
し
て
、
保
険
料
の
均
等
割
額

が
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
を
送

付
し
ま
す

▼
特
別
徴
収
の
人

　

年
金
支
給
の
際
に
、
年
金
か
ら
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み
に
よ
り
口
座
振
替
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
の
人

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付

通
知
書
」
で
納
期
内
に
指
定
さ
れ

た
金
融
機
関
で
納
め
ま
す
。
口
座

振
替
で
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す

の
で
、
最
寄
の
金
融
機
関
で「
口
座

振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
で
す
。

税
金
・
保
険
・
年
金

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
の
更
新

問 

い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
９
４
・
３
５
９
６

　

介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
食
費
・

居
住
費（
滞
在
費
）
の
負
担
を
軽
減

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
負
担
限
度
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日（
火
）

で
す
。
8
月
1
日（
水
）
以
降
も
引

き
続
き
利
用
す
る
た
め
に
は
、
8
月

中
に
更
新
申
請
を
行
い
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
9
月
以

降
に
申
請
を
行
っ
た
場
合
は
前
月

以
前
の
負
担
の
軽
減
が
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
人
へ

通
知
を
発
送
し
て
い
ま
す
の
で
内

容
を
ご
確
認
の
上
、
窓
口
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

受
付
日　

7
月
3
日（
火
）
か
ら

対
象　

①「
介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）」「
介
護
老
人
保
健

施
設
」「
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」

の
入
所
者
、
ま
た
は
短
期
入
所
生
活

介
護（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
利
用
者

で
本
人
お
よ
び
世
帯
員
全
員
が
住

民
税
非
課
税
の
人

②
配
偶
者（
別
世
帯
も
含
む
）
が
住

民
税
非
課
税
の
人

③
施
設
利
用
者
お
よ
び
配
偶
者
の

資
産（
現
金
、
預
貯
金
、
有
価
証
券
な

ど
）
の
合
計
額
が
2
千
万
円（
単
身

の
場
合
は
1
千
万
円
）
以
下
の
人

※
①
～
③
全
て
に
該
当
す
る
人
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
不
正
が
発
覚

し
た
場
合
は
、
罰
則
が
生
じ
る
事
が

あ
り
ま
す
。

平
成
30
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
一
般
免
除
申
請
の
受
付
を

開
始
し
ま
す

問 
市
民
課

☎  
内
線
３
１
１
１
〜
３
１
１
６

　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
月
額

１
万
６
３
４
０
円
で
す
。
納
め
る

こ
と
が
難
し
い
と
き
は
、
免
除
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間　

平
成
30
年
度
の

一
般
免
除
申
請
は
７
月
か
ら
受
付
を

開
始
し
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
２
年

１
か
月
ま
で
申
請
が
可
能
で
す
。

対
象　

学
生
以
外
の
人

審
査
基
準

①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
平
成

30
年
度
の
所
得（
平
成
29
年
中
の
所

得
）

②
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止
な
ど

の
事
由

年
金
を
受
け
る
と
き　

免
除
が
承

認
さ
れ
た
期
間
は
年
金
の
受
給
に

必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場

合
は
、
減
額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付

し
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な

る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〈
継
続
免
除
に
つ
い
て
〉

　

一
般
免
除
申
請
は
原
則
毎
年
７

月
に
申
請
が
必
要
で
す
が
、
申
請
時

に「
継
続
申
請
」
を
希
望
し
全
額
免

除
か
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
場

合
、
翌
年
か
ら
自
動
的
に
審
査
が
行

わ
れ
、
本
人
に
よ
る
申
請
手
続
が
不

要
に
な
り
ま
す
。（
一
部
例
外
あ
り
）

低
所
得
者
世
帯
に
係
る
国
保

税
の
軽
減
措
置
の
拡
充

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
2
4
・
3
7
2
5

　

国
保
世
帯
に
属
す
る
世
帯
主
、
国

保
加
入
者
お
よ
び
旧
国
保
被
保
険

者
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が

一
定
の
基
準
金
額
以
下
の
場
合
、
被

保
険
者
均
等
割
額
と
世
帯
別
平
等

割
額
が
軽
減（
7
・
5
・
2
割
）
さ

れ
ま
す
が
、
平
成
30
年
度
分
か
ら
5

割
と
2
割
の
軽
減
が
次
の
と
お
り

拡
充
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
申

告
を
し
て
い
な
い
場
合
は
軽
減
が

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

国
保
税
納
付
書
の
コ
ン
ビ
ニ
取

扱
期
限

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
2
4
・
3
7
2
5

　

通
常
の
納
付
書
は
納
税
者
の
利

便
性
を
考
慮
し
、
納
期
限
が
過
ぎ
た

場
合
で
も
一
定
の
期
間（
コ
ン
ビ
ニ

取
扱
期
限
内
）
は
使
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合

は
納
期
限
後
の
納
付
の
扱
い
と
な

り
ま
す
の
で
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

①
督
促
状
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

②
平
成
31
年
度
の
保
険
証
更
新
で
、

郵
送
で
の
交
付
対
象
世
帯
か
ら
外

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

※
郵
送
で
の
交
付
対
象
世
帯
は
、
滞

納
が
な
く
納
期
限
内
に
納
付
さ
れ

て
い
る
世
帯
で
す
。

　

滞
納
が
あ
る
世
帯
や
納
付
が
遅

れ
た
世
帯
は
窓
口
で
の
交
付
と
な

り
ま
す
。（
18
歳
未
満
の
加
入
者
分

は
郵
送
）

平
成
30
年
度
国
保
税
納
期
限
は
、
納

税
通
知
書
を
参
照
く
だ
さ
い
。

　これまで介護保険サービスを利用した場合、利用者
の自己負担割合は１割または２割でしたが、平成30年８
月からは、特に所得が高い人（65歳以上に限る）は３割
負担となります。
　平成30年８月からの「介護保険負担割合証」は要介
護認定を受けている人、介護予防・総合事業対象者に、
７月中に市役所から送付します。

所得が高い層の自己負担が　　　　に変更されます。

はい

はい はい

いいえ

いいえ

年金収入＋その他の合計所得
金額が、単身で340万円以上
または 65 歳以上の方が２人
以上いる世帯で463万円以上

年金収入＋その他の合計所得
金額が単身で280万円以上
または 65 歳以上の方が２人
以上いる世帯で346万円以上

１割負担  2割負担  

※

４０
歳
か
ら
６４
歳
の
人
は
所
得
に

　
関
係
な
く
１
割
負
担
で
す
。

3割負担（平成30年８月から）
  

本人の合計所得金額が

６５歳以上で本人が市町村民税課税

２２０万円以上 160万円以上 220万円未満 160万円未満

い
い
え

３割

①合計所得金額が220万円以上の人
②年金収入＋その他合計所得金額が
　340万円以上の人（※）
※世帯内に２人以上の65歳以上の人がいる
　場合には463万円以上

３割負担となる人内線 3594・3596いきいき高齢支援課介護給付係

軽減割合 平成30年度基準金額

33万円以下

33 万円＋｛（国保加入者および旧
国保被保険者の合計人数）×27万
5千円｝以下

33 万円＋｛（国保加入者および旧
国保被保険者の合計人数）×50万
円｝以下

7 割

5割

2割

ⓀЄ⭨⾸ȷɻɜ⾷↠ǽ▩
ǾংȞșȍǪȢ

5 割

2割

軽減割合 基準所得金額

33万円＋
（27.5 万円×
被保険者数）
以下

33万円＋
（50万円×
被保険者数）
以下

　８月から、70歳以上の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者の高額療養費
の上限額が次のように変わります。また、医療機関の窓口で区分が低所得Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適
用・標準負担額減額認定証」、区分が現役並みⅠ・Ⅱの人は、「限度額適用認定証」を提示すると、医
療費のお支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。

歳以上の高額療養費の上限額が変わります！70 ますすすすすすすす

所得区分 外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

252,600円
＋（医療費－842,000円）×1％
<多数回 140,100円>

167,400円
＋（医療費－558,000円）×1％
<多数回 93,000円>

80,100円
＋（医療費－267,000円）×1％
<多数回 44,400円>

57,600円
　<多数回44,400円>

18,000円
（年間上限144,000円）

-

-

-

24,600円
15,000円

8,000円
8,000円

現役並みⅡ
課税所得380万円以上

現役並みⅠ
課税所得145万円以上

一般

低所得 Ⅱ
低所得 Ⅰ

ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた
場合に、上限額を超えて支払った分を払い戻す制度です。高額療養費制度とは

所得区分 外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

【問い合わせ】 国民健康保険課（内線3714・3712）

平成30年
８月から




